
ナデシコ（撫子）　　
ナデシコ科ナデシコ属（学名：Dianthus）

世界中に約300種が分布する多年草。
日本では4種が自生しているが、代
表品種は日本各地の山野や河原な
どに自生し秋の七草のひとつにも
数えられる「カワラナデシコ（河原
撫子）」。開花期は4月～8月で鳥の
羽のように見える繊細な花びらが
美しい。カワラナデシコはヤマトナ
デシコ（大和撫子）とも呼ばれ、日本女

性の美しさを讃える時に使われる。
（写真提供：佐藤利春）

自然保護シリーズ（花）
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宜しくお願い致します。ありがとうございました。

　前塩釜税務署長の及川でございます。
　在任中は、斎藤会長をはじめ、公益社団法人塩釜法人会の役員及び会員の皆様方には、税務行政に対
しまして深い御理解と格別な御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　１年という短い間でしたが、親会をはじめ、女性部会、青年部会、各支部それぞれが活発な活動を展開されている姿を拝見
し、皆様の法人会活動への真摯な取組や地域社会に対する熱意に深く感銘を受けるとともに、大変心強く感じました。
　皆様と接する中で感じましたのは、斎藤会長もよく仰られていたように、業種の垣根を越えて交流し、仲良くすることこそ
に法人会活動の真の意義があるということを共有し、実践しておられることでした。また、それだけでなく過日の法人会定期
総会の様子から察せられるように、各種税制に対して物申すべきは申すという「一本筋の通った」方々の集まりとお見受けし
ておりました。
　皆様には、今後も地域企業のけん引役として、また、税務のよき理解者として、積極的な社会貢献活動をはじめ、企業経営
の健全化や税知識の普及などの法人会活動を通じて、税務行政の運営に変わらぬ御支援・御協力を賜りますようお願い申し上
げます。
　会社経営に携わる皆様方にとって業務の効率化、仕事の見える化、会社と社員の関係性の再構築など、既存の姿勢や体制か
らの脱却を迫られることも多々あるかと推察いたしますが、何しろ「ガッチリ稼ぐ」ことで企業として土台を強固になさって
いただきたいとエールを送る次第であります。
　公務と離れ、一私人となりましたが、塩釜法人会の応援団の一員と自任している次第でありますので今後も宜しくお願いし
ます。
　最後になりましたが、公益社団法人塩釜法人会の益々の御隆盛と会員企業の皆様方の御健勝を心より祈念いたしまして、お
別れのあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

「お別れのあいさつ」

塩釜税務署

新署長プロフィール
仙台国税局では7月10日付で定期人事
異動が発令され、このたび着任された
新署長をご紹介します。
1. 出身地　2. 前任地　　 　（敬称略）

塩釜税務署長

１. 福島県
　  会津美里町
２. 白河税務署
　  税務署長

ご ぎでん おたつ

五傳木　達雄

あきらかわおい

及　川　　 晃

【転　 出】 
（敬称略）

「着任のあいさつ」
　公益社団法人塩釜法人会の皆様方には、益々御清栄のこととお喜び申し上げます。
　この度の定期人事異動により、塩釜税務署長を拝命いたしました五傳木でございます。
　塩釜での勤務は初めてとなりますが、歴史・文化・伝統に満ちた当地で、会活動等を通じて皆
様と交流させていただくことを楽しみにしておりますので、前任の及川署長同様、よろしくお願
い申し上げます。
　改めて、斎藤会長様をはじめ塩釜法人会の皆様には、平素より税務行政に対して、深い御理解
と多大なる御協力を賜っており、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、公益社団法人として地域社会への貢献を柱とした幅広い事業活動を展
開されるとともに、税知識の普及と納税意識の高揚に積極的に取り組んでいただいていると伺っ
ており、感謝申し上げます。
　さて、昨今の急速なデジタル化の流れにより、国税当局においては、税務手続のデジタル化と
併せて、法人会をはじめとする関係民間団体の皆様や関係省庁とも連携を図りながら、事業者の
業務のデジタル化を促す施策にも取り組み、社会全体のＤＸ推進に貢献していきたいと考えてお
りますので、引き続きの御協力をよろしくお願いします。
　また、御承知のとおり、本年６月以後支払う給与等から所得税の定額減税が実施されておりま
す。円滑な実施のためには、源泉徴収義務者の皆様に制度の内容を十分に理解していただくこと
が重要と考えております。疑問点やご不明な点などがございましたら、遠慮なく、定額減税コー
ルセンターや税務署にご相談いただきたいと思います。
　塩釜法人会並びに会員の皆様と十分な意思の疎通を図り、これまで培ってまいりました信頼・
協調関係をより一層深めてまいりたいと考えておりますので、今後とも変わらぬ御支援・御協力
を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、公益社団法人塩釜法人会の益々の御発展と会員企業の皆様方の御健勝、事業の御繁栄
を心から祈念いたしまして、着任の挨拶とさせていただきます。
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令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である居住者の方が対象です。
※給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下である方です。

所得税の定額減税の対象となる方

◯　令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等（賞与を含みます。）に係る源泉徴収税額から定額減税
　額に相当する金額が控除されます。
◯　令和6年6月の給与等に係る源泉徴収税額から控除しきれなかった場合は、以後令和6年中に支払わ
　れる給与等に係る源泉徴収税額から順次控除されます。
　※同一生計配偶者、扶養親族、居住者、所得税に係る合計所得金額等の要件につきましては、国税庁ホームペ
　　ージ「定額減税特設サイト」でご確認ください。

給与所得者に対する実施

　「定額減税」とは、あなたとあなたの扶養親族などの人数により算出される定額減税額を令和6年分の
所得税額及び個人住民税所得割額から差し引くことにより、所得税及び個人住民税の負担を軽減する特例
措置をいいます。

定額減税とは

※本人、同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも、居住者である方に限ります。

所得税
3万円

1人につき3万円

個人住民税
1万円

1人につき1万円

定額減税額
本人分

同一生計配偶者又は扶養親族

　定額減税は、控除できる所得税額及び個人住民税所得割額がある方が対象となります。
　なお、定額減税額がその人の所得税額や個人住民税所得割額を超える場合には、それぞれその税額を限
度として控除されます。
　また、所得税額や個人住民税所得割額から定額減税額（定額減税可能額）を控除しきれ
ないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。
各種給付及び定額減税の全体像等に関しては、内閣官房ホームページ「新たな経済に向け
た給付金・定額減税一体措置」をご確認ください。

　令和６年分所得税について、定額による所得税額の特別控除（定額減税）が
実施されることとなりました。なお、国税庁ホームページ「定額減税特設サイ
ト」では国税庁が提供する定額減税に関する様々な情報を入手・閲覧できます
のでこちらもご覧ください。

＜塩釜税務署よりお知らせ＞

国税庁ホームページ
定額減税特設サイト

内閣官房「新たな経済に
向けた給付金・定額減税

一体措置」

▶税務相談チャットボット
　所得税などのご質問に「税務職員ふたば」が回答します。

税務職員ふたば
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③勝画楼扁額

②塩竈松島図屏風（法蓮寺部分、左端が書院）

④東側斜面からみた現在の勝画楼

①松嶋之景（部分）
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　周りに勧められて法人会に加盟したのはいいけれど、いっ
たいどんなメリットがあるのだろう？法人会の活動には、な
ぜ保険会社の方々がいつも一緒にいるのだろう？？…そのよ
うな疑問を抱いたことはありませんか？
　法人会は昭和46年、中小企業の経営安定化と「経営を守る」
ことを目的とした制度保険を求め、保険会社各社に制度商品
の開発を依頼しました。その中で、大同生命保険およびAIU
損保（現AIG）が当時破格の「1億円」という超大型保障を掲げ

ることで法人会の思いに賛同していただき、後にアフラックが加わり現在の協力体制が築き上げられま
した。各社の商品は法人会会員企業の要望を汲み取り、時代の流れに沿って進化を続けています。現在
の、まさしく「法人会ならでは」の商品内容は、当会報誌先号に同封した「塩釜法人会厚生制度パンフ
レット」をご参照ください。お持ちでない方はいつでも事務局にてご用意しております。
　この多方面にわたり会員企業経営のバックアップをしてくれる福利厚生制度の存在こそ、法人会に加
盟する最大のメリットの一つと言って過言ではありません。これらは法人会会員でないと加入できない
ものであり、唯一無二のものと確信します。未加入の方におかれましてはぜひ一度、お手持ちの保険商
品と比較してください。加入可否に関わらず、いつでも厚生委員会および協力保険会社推進員が詳細の
ご説明をさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。
　塩釜法人会厚生委員会では、これらのメリットを最大限に享受していただくべく、先述のパンフレッ
ト整備および、組織委員会と連携し「塩釜法人会会長杯 組織厚生合同ゴルフコンペ」を開催させていた
だいております。当会報誌に同封しておりますので、未だ法人会に加盟していない企業のお仲間もお誘
い合わせの上、是非とも奮ってご参加をお願いいたします。会員企業各社からの素敵な協賛賞品も盛り
だくさんでお待ちしております！

第2回 塩釡法人会会長杯ゴルフコンペ

開催決定！

法人会に加盟する最大のメリット！
何が起こるかわからない時代だからこそ

企業と経営者のリスクマネジメントを！
塩釜法人会 厚生委員会 委員長　　
佐 藤　知 樹（株式会社ごんきや）

・令和6年11月21日（木）  7：10集合
・松島チサンカントリークラブ（松島町）

非会員の経営者仲間もお誘い合わせの上、ご参加をお待ち申し上げております！
当誌同封の案内文にてご返信ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上
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【8Pパズル・熟語づくり（答え）  A…山、B…場】
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〔新会員紹介〕R6.6.28～ 8.27【加入2社】
入会者の公開範囲の選択により、広報紙等でご紹介できない会員、項目等があります。

あ
と
が
き

矢印の方向に２文字の熟語ができ
るように、A・Bにあてはまる漢字
を書きましょう。（答えは7Ｐ）

パズル・熟語づくり

剣 合
A

岩

道
B

登

上
　
皆
様
の
災
害
へ
の
備
え
は
如
何
で
し
ょ
う

か
？
東
日
本
大
震
災
か
ら
10
数
年
が
経
過
し
ま

し
た
が
、
月
日
が
経
過
す
る
と
ど
う
し
て
も
疎

か
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
現
在
も
全
国

各
地
で
地
震
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た

台
風
も
多
い
時
期
で
す
。
太
平
洋
側
か
ら
上
陸

す
る
台
風
は
稀
と
聞
き
ま
し
た
が
、
頻
度
が
増

え
気
候
変
動
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
感
じ

さ
せ
ら
れ
ま
す
。
改
め
て
防
災
備
品
と
緊
急
連

絡
方
法
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

広
報
委
員
長
　
沼
田
　
真
一

塩
釜
法
人
会
は
、
塩
竈
市
・
多
賀
城
市
・
松

島
町
・
七
ヶ
浜
町
・
利
府
町
管
内
の
約

1
0
0
0
社
の
会
社
・
事
業
者
が
加
入
す
る

経
営
者
の
団
体
で
す
。
法
人
会
に
加
入
し
て

知
識
と
人
脈
を
広
げ
て
み
ま
せ
ん
か
？

１  

多
種
多
様
の
経
営
者
と
の
出
会
い
が
、

　

  

新
た
な
仲
間
づ
く
り
や
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ

　

  

ン
ス
に
繋
が
り
ま
す
。　

２  

各
セ
ミ
ナ
ー
、
研
修
会
や
著
名
人
に
よ

　

  

る
講
演
会
に
無
料
で
参
加
で
き
ま
す
。

３  

経
営
者
や
従
業
員
も
利
用
で
き
る
福
利

　

  

厚
生
制
度
が
充
実
し
て
い
ま
す
。　

法
人
会
に
ま
だ
入
会
さ
れ
て
い
な
い
、
ご
近

隣
や
お
知
り
合
い
の
方
が
お
り
ま
し
た
ら
、

支
部
役
員
ま
た
は
事
務
局
に
ご
紹
介
下
さ
い
。

新入会員募集 キャンペーン実施中

【作者紹介】株式会社ニコリ　
日本初のパズル専門誌「パズル通信ニコリ」
を発行する出版社。数独・クロスワードなど
多種多様なパズルをメディアへ提供するコ
ンテンツメーカーでもある。パズルＡＳＰ
「ｅ-数独」をＢtoＢ向けにリリース。

【会報誌バックナンバー】  http://www.marine-blue.or.jp/news.html

参加申込は、広報誌9月号同封の
チラシ又はホームページ掲載の
チラシよりお申し込み願います。

参加者募集中!

※お車でご来場の際は、恐れ入りますが最寄りの駐車場を
　ご利用ください。

※一定のルールやよく指摘される事例、源泉所得
税の誤りやすい項目等について説明します。
日　時：令和６年10月16日（水） 10：00 ～
会　場：塩釡商工会議所　会議室
講　師：塩釡税務署 法人課税第一部門　担当官
受講料：無 料（筆記用具をご持参ください）

経理担当者実務セミナー1

※法人税・消費税・源泉所得税等の基本的な知識
と経理処理について説明します。
日　時：令和６年10月10日（木） 10：00 ～
会　場：マリンゲート塩釡  2階ベイサイドルーム
講　師：塩釡税務署 法人課税第一部門　担当官
受講料：無 料（筆記用具をご持参ください）

新設法人説明会2

※決算に際し誤りやすい項目について説明します。
日　時：令和６年11月6日（水） 10：00 ～
会　場：マリンゲート塩釡  2階ベイサイドルーム
講　師：塩釡税務署 法人課税第一部門　担当官
受講料：無 料（筆記用具をご持参ください）

決算法人説明会3

※年末調整の手順や誤りやすい事項を取りまとめ
ているチェック表の活用などのポイントについ
て説明します。また、定額減税の概要について
も説明します。
日　時：令和６年11月20日（水） 10：00 ～
会　場：塩釡商工会議所　会議室
講　師：塩釡税務署 法人課税第一部門　担当官
受講料：無 料（筆記用具をご持参ください）

年末調整説明会4

塩釜東部
不動産、建設業㈱ハッピー不動産建設多賀城 多賀城市留ヶ谷3‒5‒7伊澤 貞夫

所在地代表者 業　　種支部 名　　称

活
動
フ
ォ
ト

　  

レ
ポ
ー
ト

※
表
紙
写
真
提
供
／ 

鹽
竈
神
社
博
物
館

日　　　時 名　　　称 会　　場
令
和
6
年

9月18日㈬
9月19日㈫
9月25日㈬
9月27日㈮
9月27日㈮
9月30日㈪
10月  3日㈭
10月10日㈭
10月10日㈭
10月11日㈮
10月16日㈬
10月24日㈭
11月  6日㈬
11月  8日㈮
11月13日㈬
11月20日㈬
11月21日㈭
11月29日㈮

県連　第2回総務委員会
県青連　青年の集い
県連　第2回理事会
税に関する絵はがきコンクール本審査会
県連　第2回税制委員会
事務局長会議
第40回法人会全国大会  鹿児島大会
新設法人説明会
県連　役職員研修会
税に関する標語審査会
経理担当者実務セミナー
合同支部役員会
決算法人説明会
第38回法人会全国青年の集い  福井大会
県連　第2回組織委員会
年末調整説明会　　　
厚生・組織委員会主催 会長杯ゴルフコンペ
六県連　事務局研修会

15：00
13：30
12：00
14：00
15：00
14：00
14：00
10：00
15：30
14：00
10：00
16：00
10：00
13：30
15：00
10：00
  7：10
14：00

仙台ビルディング
モンテヴェルデ（登米）
江陽グランドホテル
マリンゲート塩釜マリンホール
仙台ビルディング
仙台ビルディング
城山ホテル鹿児島
マリンゲート塩釜ベイサイドルーム
仙台国際ホテル
マリンゲート塩釜マリンホール
塩釜商工会議所
ホテルキャッスルプラザ多賀城
マリンゲート塩釜ベイサイドルーム
サンドーム福井
仙台ビルディング
塩釜商工会議所
松島チサンカントリークラブ

これからのスケジュールこれからのスケジュール

７月18日（木）  青年部会
7月ゴルフ例会

８月26日（月）  女性部会
税の絵はがき予備審査会


